
手続のフロー 

 
 

◆持ち去りの市職員の目視による確認

◆集積所、看板等の確認

◆持ち去り者のリストから相手が何回目か確認

◆１回目（初めて）の時

・中止命令書の交付

・誓約書の提出

◆日時と場所の確認

◆相手の特徴の記録

・車か自転車か

・ナンバー確認

・性別、年齢、服装、など容姿

 
 

資源物の持 ち去 りを
発 見

        中止命令書  

 
 

誓約書  

 
 
 
 
 
 
 

２回目の時は警察へ通報   
 
 
 

警察到着後、立会現場検証  
警察署で調書作成  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検察庁から起訴又

は不起訴の通知  
 
起訴の場合は不服

が無ければ刑が確

定  

市長決裁により警察へ告訴  

警察から検察庁へ送致  


